
令和８年度川崎市不登校に係る保護者支援事業実施委託 質問及び回答
 

令和８年１月２２日

№ 仕様書対応箇所 質問 回答

1
仕様書１頁「５ 業
務委託内容（１）」

ピアサポーターは「川崎不登校・ひきこもり親の会ネットワーク」
に参加している団体運営者と連携して選定するとの理解でよろしい
でしょうか。

「川崎不登校・ひきこもり親の会ネットワーク」に参加している団
体も含まれますが、必ずしもこの限りではありません。ピアサポー
ター選定に当たっては、発注者と協議の上行います。

2
仕様書１頁「５ 業
務委託内容（１）」

ピアサポーターは受託事業者との合意の上で、雇用契約、もしくは
ボランティアの活動形態でも差し支えないでしょうか。

雇用契約でも差し支えありません。ボランティアの場合は、少なく
とも交通費相当等の適切な謝礼金を支払うようにしてください。

3
仕様書１頁「５ 業
務委託内容（２）」

交流会について１回あたりの実施時間の目安はありますでしょう
か。

１回あたりの実施時間に定めはありません。企画内容に応じた適切
な時間設定を考案の上、企画提案してください。

4
仕様書１頁「５ 業
務委託内容（２）」

過年度における交流会の実施回数についてご教示ください。 本業務委託は令和８年度の新規事業であるため、過年度の実績はあ
りません。

5
仕様書２頁「５ 業
務委託内容（３）」

過年度におけるテーマ別学習会の実施回数についてご教示くださ
い。

本業務委託は令和８年度の新規事業であるため、過年度の実績はあ
りません。

6
仕様書２頁「５ 業
務委託内容（３）」

過年度において実際に設定されたテーマを可能な範囲でご教示くだ
さい。

本業務委託は令和８年度の新規事業であるため、過年度の実績はあ
りません。

7
仕様書２頁「６ 実
施体制（１）」

委託事業者との雇用形態が「常勤」という理解で差し支えないで
しょうか。

お見込みのとおりです。

8

仕様書２頁「６ 実
施体制（２）」

「仕様書上「非常勤職員」とありますが、委託事業者との雇用形態
が「常勤」の職員を配置しても差支えないでしょうか。

本業務の履行が可能であれば、差し支えありませんが、委託料に含
める人件費は、本業務に係る部分のみとし、仕様書４頁「10 その
他留意事項等（３）」に記載のとおり、他の事業と明確に区別して
経理事務を行えるようにしてください。

9

その他
募集要領３頁「７
提案書類等の提出
（２）」

企画提案書と見積書について、ファイルの拡張子に指定はあるで
しょうか。PDFファイルで差し支えないでしょうか。

ファイルの拡張子に指定はありませんので、PDFファイルで差し支
えありません。フォームに添付できるファイル容量の上限は、１
ファイルあたり10MBとなっていますので、必要に応じてzipファイ
ル等に圧縮してください。
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